
総務部　における随意契約の実績　　（平成30年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

1 職員厚生課

平成31年度児
童手当ネット
ワークシステム
保守業務委託

平成31年
３月25日

672,624 （株）国建システム
沖縄県那覇市久茂地1-
2-20
ＯＴＶコクワプラザ2F

第167条の２
第１項第２号

株式会社国建システムは、児童手当ネットワー
クシステムの開発や、児童手当制度移行に伴
うシステム改修を行ったことから、当該システ
ムのプログラム内容を熟知しているため、万が
一障害が発生した場合にも迅速な対応が可能
であるから。
さらに、当該システムは給与ネットワークシステ
ムのサーバー内に構築されているが、国建シ
ステムは給与ネットワークシステムの開発も行
い、その保守業務も受託している。
よって、サーバー内で生じた障害を切り分ける
ための調査等についても、システム開発を行っ
た株式会社国建システムが迅速かつ適切に対
応することができるため。

長期継続
契約
特命随意
契約

2 税務課

平成31年度沖
縄県の県税に
おけるコンビニ
エンスストア収
納事務委託

平成31年
３月29日

11,626,000
株式会社エヌ・ティティ・
データ

東京都江東区豊洲３丁目
３番３号

第167条の２
第１項第２号

　コンビニ収納を行うにあたっては、コンビニ店
舗、コンビニ本部、収納代行業者、本県税務シ
ステム、更には指定金融機関等多方面にわた
り、システム連携及びバーコードの読み込みテ
スト等についての十分な調整とシステム構築
が必要である。
　本県においては平成１８年度から平成１９年
度にかけて上記作業を行い、平成１９年度から
株式会社エヌ・ティ・ティ・データを収納代行業
者としてコンビニ収納を本格導入したところで
ある。
　導入時からの収納代行業者である株式会社
エヌ・ティ・ティ・データから業者変更を行う場
合、上記の作業を行うための新たな費用、期
間及び事務手続きが必要となるため。

長期継続
契約



総務部　における随意契約の実績　　（平成30年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

3 税務課

マルチペイメン
トネットワーク
共同利用セン
ターのサービス
提供業務委託

平成31年
3月14日

2,527,200
株式会社エヌ・ティティ・
データ

東京都江東区豊洲３丁目
３番３号

第167条の２
第１項第６号

　平成28年度から税務システムと県警のシステ
ムが連携できるよう県税システムの改修及び、
OSS共同利用型システム構築を実施し、開発
業者選定を行った。
　当該システムサービス提供委託の相手方とし
ては、これまでネットワーク環境～運用テストに
参画してきた、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
以外では、対応が困難であり、仮にエヌ・ティ・
ティ・データ以外の企業に業務委託すると仮定
した場合、県警も含めた上記テスト等を再度一
定期間かけて実施する必要が生じる等、本県
税業務を遂行する上で、重大な支障を及ぼす
ことになる。
　また、同社以外と本契約を締結した場合、障
害発生時の管理責任の所在が不明確となるな
どシステムの運用が困難となるため。

長期継続
契約

4 税務課

平成31年度沖
縄県自動車税
のクレジット代
理収納事務委
託

平成31年
3月27日

4,575,000 ヤフー株式会社
東京都千代田区紀尾井
町１番３号

第167条の２
第１項第２号

　指定代理納付者の指定を受ける者は、地方
自治法施行令第157条の２第１項に定める要
件を満たしていなければならない。
　Ｙａｈｏｏ！公金払い（クレジットカード納付）
は、これまでの実績と経験から上記の要件の
いずれにも該当していると判断したため。

特命随意
契約

5 管財課
本庁舎外壁タ
イル修繕

原契約：
平成31年
１月９日
変更契
約：平成
31年３月
27日

原契約：
2,484,000
変更契約：
3,132,000

（株）コンステック九州事
業部沖縄営業所

那覇市松山1-17-44
第167条の２
第1項第6号

　本修繕で外壁の打診調査を行ったところ、当
初予想していない部分の外壁タイル等の浮き
が発見された。当該部分は剥落する危険性が
あり早急に修繕を実施する必要があること及
び別途発注した場合仮設ゴンドラの設置・解
体・搬入・搬出費用が再度必要となり不経済と
なることから、地方自治法施行令第167条の２
第１項第６号に基づき、本修繕の受注者と変更
契約を締結した。

変更契約
による区
分変更
（１）①→
（６）⑥

6
宮古事務
所総務課

平成31年度～
平成33年度
宮古合同庁舎
清掃業務

平成31年
３月14日

24,805,440 宮古ビル管理株式会社
沖縄県宮古島市平良字
下里108-11平良港ターミ
ナルビル４Ｆ

第167条の２
第１項第８号

指名競争入札を実施した結果、落札者がいな
かったため、最低の価格で入札した者と随意
契約を行った。

7
宮古事務
所総務課

平成31年度
宮古合同庁舎
敷地内におけ
る除草及び花
苗植え付け等
業務

平成31年
３月27日

1,620,000
社会福祉法人　みやこ福
祉会

沖縄県宮古島市平良字
下里3107番地243

第167条の２
第１項第３号

複数者から見積もり徴取の結果、金額がより
安価であったため。
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8
人事課
(総務事務
センター)

平成31年度給
与ネットワーク
システム保守
管理業務委託

平成31年
３月29日

13,763,302 (株)国建システム
沖縄県那覇市久茂地1-
2-20

第167条の２
第１項第２号
及び第７号

　当該事業者がシステムの開発を行ったことか
ら、給与ネットワークシステムのプログラムを熟
知しており、トラブルが発生した場合も迅速か
つ適切に対応することができる。加えて、本県
給与制度及び給与事務に精通しており、給与
制度改正等に伴う改修作業等の保守業務にス
ムーズに対応できる。
　また、前年度に引き続き当該事業者に保守
管理業務を委託することで、他社に委託するこ
とと比べて著しく有利な価格で給与システムを
運用できる。

特命随意
契約

9
人事課
(総務事務
センター)

平成31年度給
与ネットワーク
システム運用
機器賃借料

平成31年
３月29日

8,560,992 (株)国建システム
沖縄県那覇市久茂地1-
2-20

第167条の２
第１項第２号
及び第７号

　当該事業者がシステムの開発を行ったことか
ら、給与ネットワークシステムに必要なハード
ウェア・ソフトウェア環境について熟知してい
る。このため、トラブル等の障害が発生した場
合、迅速かつ適切な対応を行うことができる。
　また、当該システムサーバー機器を前年度に
引き続き賃借することにより、他社の機器を賃
借することとと比べて著しく有利な価格で給与
システムを運用できる。

特命随意
契約

10 人事課

人事情報管理
システム等
サーバ機器等
賃貸借契約

平成31年
３月13日

15,914,880 株式会社リウコム
那覇市久茂地１丁目７番
１号

第167条の２
第１項第２号

　当該事業者は、人事情報管理システムの開
発におけるリーダー会社であると同時に、人事
評価支援システム等関連システムの開発業者
である。
　人事情報管理システム及び関連システムは
相互に情報を連携し運用されているが、その
全てのシステムを熟知している当該事業者で
あれば、ハードトラブル、ソフトトラブル等の、予
測し得ないトラブルが発生した場合に迅速な緊
急対応と適正で的を射た効率の良い解決・復
旧処理が期待でき、他社では困難である。
　特に定期人事異動時期のシステム不具合等
には迅速で正確な対応が求められることから、
当該システムの開発に携わった業者とサーバ
等の賃貸借契約を行うことが、運用に際して最
適なアドバイスを受けられ、県にとって非常に
大きなメリットをもたらすことから、当該事業者
と随意契約をすることとなった。

特命随意
契約


